
事 務 連 絡 

平成 26 年 6 月 5 日 

 

 

地方獣医師会会長 各位   

 

公益社団法人 日 本 獣 医 師 会 

専務理事 矢 ケ 崎 忠 夫 

 

動物の愛護及び管理に関する法律施行規則等の一部改正について 
 

このことについて、平成 26 年 5 月 30 日付け事務連絡をもって、

環境省自然環境局総務課動物愛護管理室から別添のとおり通知が

ありました。貴会関係者にも周知方よろしくお願いいたします。  

このたびの通知は、「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則

の一部を改正する省令の一部を改正する省令（平成 26 年環境省令

第 18 号）」及び「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の

細目の一部を改正する件の一部を改正する件（平成 26 年環境省告

示第 70 号）」が平成 26 年 5 月 30 日に公布され、同日から施行さ

れたことについて、各都道府県知事、各指定都市の長及び各中核市

の長に通知した旨、本会に連絡されたものです。  

本件のお問合わせ先  

公益社団法人  

日本獣医師会事業担当：笹  川  

  TEL 03－3475－1601 



sasakawa
写
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○
環
境
省
令
第
十
八
号

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
五
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に

関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

環
境
大
臣

石
原

伸
晃

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
環
境
省
令
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
条
中
「
ね
こ
」
を
「
猫
」
に
、
「
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



- 1 -

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

新
旧
対
照
条
文

◎
動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
平
成
二
十
四
年
環
境
省
令
第
一
号
）

（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

第
三
条

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
又
は
展
示
業
者
が
、
午
後
八
時
か
ら
午
後
十
時

第
三
条

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
又
は
展
示
業
者
が
、
午
後
八
時
か
ら
午
後
十
時

ま
で
の
間
に
、
成
猫
（
生
後
一
年
以
上
の
猫
の
こ
と
を
い
う
。
）
を
、
当
該
成

ま
で
の
間
に
、
成
猫
（
生
後
一
年
以
上
の
ね
こ
の
こ
と
を
い
う
。
）
を
、
当
該

猫
が
休
息
が
で
き
る
設
備
に
自
由
に
移
動
で
き
る
状
態
で
展
示
を
行
う
場
合
に

成
猫
が
休
息
が
で
き
る
設
備
に
自
由
に
移
動
で
き
る
状
態
で
展
示
を
行
う
場
合

お
い
て
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
成
猫
に
つ
い

に
お
い
て
は
、
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
成
猫
に
つ

て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
三
条
第
二
項
第
九
号
及
び
第
八
条
第
四

い
て
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
三
条
第
二
項
第
九
号
及
び
第
八
条
第

号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

四
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
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○
環
境
省
告
示
第
七
十
号

動
物
の
愛
護
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
八
年
環
境
省
令
第
一
号
）
第
八
条
第
八
号
の
規
定
に
基

づ
き
、
動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
平
成
二
十
四
年
一
月

環
境
省
告
示
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
日

環
境
大
臣

石
原

伸
晃

附
則
中
「
ね
こ
」
を
「
猫
」
に
、
「
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日
」
に
改

め
る
。



- 1 -

動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
の
一
部
を
改
正
す
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件

新
旧
対
照
条
文

◎
動
物
取
扱
業
者
が
遵
守
す
べ
き
動
物
の
管
理
の
方
法
等
の
細
目
の
一
部
を
改
正
す
る
件
（
平
成
二
十
四
年
一
月
環
境
省
告
示
第
四
号
）

（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

附

則

附

則

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
又
は
展
示
業
者
が
、
午
後
八
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
の

販
売
業
者
、
貸
出
業
者
又
は
展
示
業
者
が
、
午
後
八
時
か
ら
午
後
十
時
ま
で
の

間
に
、
成
猫
（
生
後
一
年
以
上
の
猫
の
こ
と
を
い
う
。
）
を
、
当
該
成
猫
が
休
息

間
に
、
成
猫
（
生
後
一
年
以
上
の
ね
こ
の
こ
と
を
い
う
。
）
を
、
当
該
成
猫
が
休

が
で
き
る
設
備
に
自
由
に
移
動
で
き
る
状
態
で
展
示
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、

息
が
で
き
る
設
備
に
自
由
に
移
動
で
き
る
状
態
で
展
示
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は

平
成
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
成
猫
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告

、
平
成
二
十
六
年
五
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
当
該
成
猫
に
つ
い
て
は
、
こ
の

示
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
第
一
号
ヌ
及
び
第
五
号
イ
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い

告
示
に
よ
る
改
正
後
の
第
五
条
第
一
号
ヌ
及
び
第
五
号
イ
の
規
定
は
、
適
用
し
な

。

い
。
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